
                           議 案 第 ９ １ 号     

      磐田市下水道条例及び磐田市農業集落排水処理施設条例の一部       

を改正する条例の制定について 

    磐田市下水道条例及び磐田市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する    

条例を別紙のように制定するものとする。 

     令和４年１１月２５日提出 

                       磐田市長 草 地 博 昭     













（参考）議案第 91 号 補足説明資料 

磐田市下水道条例及び磐田市農業集落排水処理施設条例の 

一部を改正する条例の制定について 

１．改定の経緯 

 上下水道料金のあり方については、５年おきに上下水道事業審議会に諮問しており、この度、

令和３年度から４年度にかけての審議結果をまとめた答申書が９月５日に市長あてに提出され

ました。 

この答申を受けて経営を再検証したところ、令和５年４月から下水道使用料を以下のように

改定しようとするものです。 

２．上下水道事業審議会の答申内容 

①使用料単価を 135 円/ へ引き上げる  

②基本料金割合を 30％若しくは 35％へ引き上げる 

③市内の下水道使用料を統一する 

３．下水道使用料改定の内容 

①磐南処理区等の使用料単価を118.5円/ から135円/ に引き上げる （改定率13.9％） 

②基本料金割合を 27.8％から 35％へ引き上げる 

③敷地地区の使用料を改定後の磐南処理区等に合わせることで料金体系を統合する 

＊受益者分担金が他の処理区に比べて低く設定されていた敷地地区は、負担の公平性を

考慮して磐南処理区等より高い使用料としてきましたが、供用開始から 10 年以上が経過

したことで既に負担が相殺されたと判断し、今回の改正に合わせて使用料を統一します。 

４．改定に向けたスケジュール 

令和４年 12 月 広報いわた 12 月号へ掲載（答申書の提出について） 

令和５年１月～２月 各戸チラシ配布・ホームページへ掲載 

令和５年２月  広報いわた２月号へ掲載（使用料の改定について） 

５．改定による影響額 （２ヵ月 40  使用の場合）

2ヵ月分 4,524 5,264 740

年間 27,144 31,584 4,440

2ヵ月分 5,202 5,264 62

年間 31,212 31,584 372
敷地地区

改定後統一料金
（円：税込）

現行料金との比較
（円：税込）

処理区の別 請求期間
現行料金
（円：税込）

磐南処理区等


